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地域座談会（下北条会場） 意見交換記録 

と き  平成２４年５月２２日（火曜日） 

                        午後７時３０分から午後９時４０分 

ところ  北条こども園 

                   参加者  ３７人 

番号 項 目 町民等からの意見等要旨 町からの発言要旨 

１ 健康福祉セン

ターについて 

●健康福祉センターが今年度から

閉館となっている。譲渡されると

いう噂も聞いている。配食サービ

スのため調理室を利用していた。

昨年は幼稚園があったため利用で

きなかったが、今年度から利用で

きると思っていたところ利用でき

なくなってしまった。この件につ

いての事前の連絡もなかったよう

であるが、再度利用できるよう強

く要望します。 

●同じような機能を持つ施設をま

とめていく必要があります。以前

は健診会場として利用していまし

た。昨年は施設が使えず別会場の

ため健診会場が遠くになりました

が、受診率は下がりませんでした。

調理室も近くの中央公民館にあり

ます。いつかはまとめていく必要

があったため今回を機会として捉

え、休館としたところですので、

ご理解ください。今後の利用につ

いては検討会を開く予定ですの

で、広く意見を聞きたいと思いま

す。 

２ 出没猿につい

て 

●先月、猿が出没した。被害が出

てからでは遅いので、行政として

直ちに対応をしてほしい。 

●住民みなさんの安全の確保が最

重要ですので、通報いただければ

対応したいと思います。 

３ 高齢者サーク

ル活動につい

て 

●サークル活動の助成金について

は、どのような使い方ができるか。

領収書は必要となるか。 

●年度末に実績報告をしていただ

くことが必要ですが、領収書の提

出は必要ありません。 

４ 防災関係につ

いて 

●防災用の備蓄品は、どこに、ど

のようなものが蓄えられているの

か。 

 

 

●非常持ち出し袋についての町と

しての考えは。以前、日赤奉仕団

から独り暮らしの方へ配った経過

もあります。 

●昨年の防災訓練の際に利用され

た緊急通報システムの成果はどの

ようなものがあったか。また、町

の防災計画の見直しは行われた

●北条ふれあい会館、大栄体育館

の 2 箇所に備蓄しています。県内

で連携しながら毛布、飲料水、乾

パンなどを分担して備蓄する方法

を行っています。 

●町としては、準備することへの

啓発は必要であると考えますが、

準備すること自体は個々で行うべ

きものと考えます。 

●訓練の目的が自治会と行政との

情報の伝達ということでしたが、

思うようにできなかったというこ

とを反省点として挙げています。
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か。また計画に基づき住民がどの

ように行動するようになっている

かを教えてほしい。 

 

 

 

 

 

●出前説明会でも専門家を加えて

ほしい。 

昨年の反省を踏まえ、自治会長と

も相談させていただきながら今年

の訓練を実施したいと思います。

また、防災計画の再度の見直しを

行う予定で、沿岸の自治会で希望

があれば説明会なども開催したい

と思いますし、ハザードマップも

全戸に配布する予定です。 

●町には専門家がいませんので、

必要であれば県へも相談しながら

実施したい。 

５ 北条川の流れ

について 

●北条川の流れが悪くなってい

る。 

●冬期は放水路を開放し流してい

ました。これは、砂が堆積し河口

が閉塞しないようにということで

試験的に流していたものです。 

６ 基本健診の通

知について 

●同じ家族であっても通知が個人

個人に送られてくる。家族分をま

とめて送れば切手代が少なくなる

と思うが。 

●検診の申し込みによって通知が

異なり、今も仕分作業に大変時間

がかかっています。これをまとめ

ようとするとその手間に非常に時

間をかけてしまうことになりま

す。まとめて送ことで節約する切

手代以上に手間代がかかってしま

うため、現在の個人ごとに通知す

る方法を採っています。 

７ 旧東保育所、

旧中央保育所

の施設利用に

ついて 

●閉鎖された 2 つの保育所施設の

今後の活用予定について教えてほ

しい。 

 

●検討会へは一般町民を入れてく

ださい。 

 

 

 

 

●使用されなくなった現状の建物

についても荒らされたりすること

がないよう責任を持って管理して

ほしい。 

●健康福祉センターを含め、関係

施設の今後のあり方についての検

討会を開催し、その中で検討した

いと考えています。 

●活用策が良いかどうかの判断に

ついて町民のみなさんの意見を伺

う機会を設けますし、活用策が見

出しにくい状況があれば、案自体

を求める場面もあるかと思いま

す。 

●適正な管理に努めます。 

８ 町職員数につ ●町行政に携わる職員数は。臨時 ●正規職員は 175 人ですが、臨時
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いて 職員の方が多いが、現状は組織と

して適正な状態であると考える

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員を加えれば350人に及びます。 

変動する業務、例えばこども園の

児童数に応じて配置する職員は定

数内の正規職員ではなく臨時職員

で対応すべきだと考えています。

事務においても定型的業務や事務

補助については、臨時職員でカバ

ーすることを考えています。また、

緊急雇用対策によって臨時職員を

増員している実態としてありま

す。 

９ 曲の堤につい

て 

●堤の土手が古くなっているた

め、町で診断を行ってほしい。ま

た、水位表示も設置できないか。 

●以前、県がため池等の点検を行

い必要な箇所の修繕が行われたと

ころです。状況は改めて確認した

いと思います。水位の問題につい

ては、余水吐が機能するよう適正

管理に努めてください。 

 


